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福祉（ふくし）
このページから

す く ほけん ふくしか びょうし いちらん

てつづ そうだん おしばあい
利用したいサービスが見つかったら、まずは、相談からはじめてみましょう。
サービスによって手続きがちがう場合がありますが、相談のときに教えてもらえます。
くわしくは、お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。

りよう そうだんみ

そうだん もうしこ

相談・申込み1
そうだん しえん じぎょうしょちかす く ほけん

りよう

そうだん

き く ほけん ふくしか もうしこ

ふくしか

お住まいの区の保健福祉課、またはお近くの相談支援事業所に相談します。
利用したいサービスが決まったら、区の保健福祉課に申込みをします。

このサービスを
利用したいの
ですが…

りよう

りよう けいかくあん さくせい いらい

利用計画案の作成依頼2
せいかつ こまそうだん しえん じぎょうしょ

りよう けいかくあん つく

りよう けいかくあん じぶん つく

いらい

相談支援事業所に依頼して、あなたがどうしたいか、生活で困っていること
などをもとに、サービスの「利用計画案」を作ってもらいます。
（利用計画案は自分で作ることもできます。）

こんなふうに
してほしいです

うち い くいま しつもんく ちょうさいん

ちょうさ けっか しょうがい しえん くぶん にんてい
区の調査員が、お家に行って、今の暮らしなどについて質問をします。
この調査結果などをもとに、「障害支援区分」が認定されます。

お家
うち

ちょうさ にんてい

調査・認定3

りよう けいかくあん ていしゅつ

利用計画案の提出4
りよう けいかくあん く ほけんつくそうだん しえん じぎょうしょ ていしゅつふくしかじぶん

相談支援事業所、または自分が作った「利用計画案」を区の保健福祉課に提出します。

つぎ

次のページ　　にすすみます。5

だんかい くぶん

くぶん りよう そうだん

くぶん

どのくらいのサービスがひつようかをあらわす6段階の区分（区分1～6）です。
※区分がなくても利用できるサービスがあります。まずは相談してください。

「障害支援区分」
について

しょうがい しえん くぶん

ひとりで
生活できるよう訓練を

受けてみたい

せいかつ くんれん

う

ひとりで
出かけると道に
まよってしまう

で みち

ごはんが
作れなくて
困っている

つく

こま

こんなときは…

お困りのときのために、
さまざまなサービスがあります。
お困りのときのために、
さまざまなサービスがあります。

こま

サービスの内容は9～16ページ
ないよう

《サービス利用までのながれ》
りよう
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じゅきゅうしゃしょう はっこう

受給者証の発行5

じぎょうしょ けいやく

事業所と契約6

りよう

サービスの利用7

とどじゅきゅうしゃしょうりよう か

利用できるサービスなどが書かれた、受給者証が届きます。

障害福祉サービス受給者証

障害福祉サービス

札幌市

受給者証

き い じぎょうしょ えら

あなたが気に入った、サービス事業所を選んでください。
受給者証を事業所に見せて、サービス利用の契約をします。

じぎょうしょ み りよう けいやくじゅきゅうしゃしょう

お願いします
ねが

けいやく

りようりょう しはら

りよう

りよう じぎょうしょ
契約にもとづいて、サービスを利用します。
サービスを利用したら、事業所に利用料を支払います。

サービスサービス

利用料利用料
りようりょうりようりょう

じぎょうしょ く ほけん ふくしか そうだん しえん じぎょうしょ おし

サービス事業所は、区の保健福祉課や相談支援事業所で教えてくれます。

利用料は、ひと月の上限が決まっているので、安心してサービスを利用することができ
ます。収入が少ないときや、生活保護を受けているときは、利用料が0円になります。

きんがく しみんぜい かぜい じょうきょう かふたんりようしゃ

しょくひほかりようりょう すいどう こうねつひう

かたせいかつ ばあい した ひょう きんがくうちしせつ

●利用者が負担する金額は、市民税の課税状況などで変わります。
●受けるサービスによっては、利用料の他に食費・水道光熱費などがかかることがあります。
●施設ではなく、お家で生活している方の場合は下の表の金額になります。

しみんぜい かぜい じょうきょう

市民税の課税状況など
せいかつ せたいほご

生活保護世帯
しみんぜい せたいひかぜい

市民税非課税世帯

しみんぜい せたいかぜい

市民税課税世帯

しょとくわり

さい みまん まんえん みまん

まんえん みまん

所得割16万円未満
（18歳未満は28万円未満）

さい みまん えん

えん

9,300円
（18歳未満は4,600円）

えん

37,200円
じょうき いがい かた

上記以外の方

ふたんがく げつがくじょうげん

負担額の上限／月額

ふたんえん

（負担なし）0円

安心！
あんしん

りようりょう

りようりょう えん

つき じょうげん

しゅうにゅう

き あんしん

すく せいかつ ほご う

りよう

りよう りょうしゅうしょ う と たいせつ ほかん

サービスを利用したときには、かならず「領収書」を受け取り、大切に保管しておくようにしましょう。

りようりょう

りようりょう えん

つき じょうげん

しゅうにゅう

き あんしん

すく せいかつ ほご う

りよう

いろいろなサービスの利用料を支払った場合は、払い戻されることがあります。
（高額障害福祉サービス等給付費）

りようりょう しはら ばあい はら もど

こうがく しょうがい ふくし とう きゅうふ ひ

りようりょう しはら ばあい はら もど

こうがく しょうがい ふくし とう きゅうふ ひ
いろいろなサービスの利用料を支払った場合は、払い戻されることがあります。
（高額障害福祉サービス等給付費）

利用料は、ひと月の上限が決まっているので、安心してサービスを利用することができ
ます。収入が少ないときや、生活保護を受けているときは、利用料が0円になります。

《利用料はどれくらいかかるの…？》
りようりょう

サービスを利用したときの負担額の合計が基準額より多い場合は、多かった分が払い戻されます。また、
一定の要件を満たす65歳以上の方は、介護保険サービスの利用料が払い戻されることがあります。

ふたんがく ごうけい おお ばあい おおきじゅんがくりよう

いってい ようけん み さい いじょう かた かいご ほけん りようりょう はら もど

ぶん はら もど
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《 こんな方が利用できます 》
しょうがい しえん くぶん いじょう かた

しょう さい みまん じどう
＊障害支援区分が1以上の方
＊障がいのある18歳未満の児童

お家で介護をしてくれている人が病気になってしまったときなど
は、一時的に、夜間もふくめ、施設や事業所がかわりにひつような
支援をします。

かいごうち ひと びょうき

しえん

いちじてき やかん しせつ じぎょうしょ

たんき にゅうしょ

●短期入所（ショートステイ） A △ △B B- △ お家お家
うちうち

病気で介護が
できない…

びょうき かいご

かわりに介護
します

かいご

介護者
かいごしゃ

介護者
かいごしゃ

施設・事業所
じぎょうしょしせつ

施設・事業所
じぎょうしょしせつ

じゅうど ほうかつ しえんしょうがい しゃ とう

●重度障害者等包括支援 A △ △B B- △

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しえん くぶん かた

かた

さい みまんしょうしょうがい じどう

＊障害支援区分が6の方または、障がいのある18歳未満の児童
のうち、①または、②の方
①四肢麻痺等があり寝たきりで、最重度の知的障がいのある方
②強度の行動障がいがある、知的障がいまたは、精神障がいの
ある方

寝たきりの状態にあるなど、とくに介護のひつようがある方のため
に、ホームヘルパーがお家に行き、さまざまな支援をします。

ね じょうたい かいご かた

うち い しえん

しし

きょうど こうどう しょう ちてき しょう せいしん しょう

まひ とう ね さいじゅうど ちてき しょう かた

かた

お家お家
うちうち

しょくじ ふろ み まわ てつだ

食事やお風呂など身の回りのお手伝いがひつようなときは

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しょうがい しえん くぶん いじょう かた

しょう さい みまん じどう
＊障害支援区分が1以上の方
＊障がいのある18歳未満の児童

きょたく かいご

●居宅介護 A △ △B B- △

ホームヘルパーがお家に行き、食事やお風呂、トイレなどの身体
介護や、調理・掃除など家事のお手伝いをします。

うち い しょくじ ふろ しんたい

かいご そうじ かじちょうり てつだ

お家お家
うちうち

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しょうがいしょうきょうど

にゅういんちゅう しえん しょうがい しえん くぶん かた

こうどう かたいじょうくぶんしえん

＊強度の行動障がいがある、障害支援区分が4以上の方
＊入院中のコミュニケーション支援は、障害支援区分が６の方

じゅうど ほうもん かいご

●重度訪問介護 A △ △B B- △

ホームヘルパーがお家に行き、食事やお風呂、トイレなどの身体
介護や、調理・掃除など家事のお手伝いの他、外出時の介護など
総合的な支援や、入院中のコミュニケーション支援をします。

うち い しょくじ ふろ しんたい

かいご そうじ かじちょうり てつだ ほか がいしゅつじ かいご

そうごうてき しえん にゅういんちゅう しえん

お家お家
うちうち

9
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《 こんな方が利用できます 》
きょうど こうどう しょう しょうがい

きょうど こうどう しょう

しえん くぶん いじょう かた

じどうみまんさい
＊強度の行動障がいがある、障害支援区分が3以上の方
＊強度の行動障がいがある、18歳未満の児童

こうどう えんご

●行動援護 A △ △B B- △

行動するときに自分で判断するのがむずかしい方が、行動するとき
に危険がないよう、ひつような支援をします。

こうどう こうどうじぶん はんだん かた

きけん しえん

信号が赤です！
とまってください

しんごう あか

で

おひとりで出かけることがむずかしいときは

いどう しえん

●移動支援 A △ △B B- △

外出や移動が困難な方に対し、社会生活上ひつような
外出および余暇活動や社会参加のための外出支援を
します。

がいしゅつ かた たい せいかつしゃかいいどう こんなん

がいしゅつ

じょう

よか しゃかい しえんさんかかつどう がいしゅつ

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
がいしゅつ いどう こんなん しょう

＊外出や移動が困難な障がいのある方
＊外出や移動が困難な障がいのある18歳未満の児童

かた

がいしゅつ いどう こんなん しょう さい みまん じどう

レジャーレジャー病院病院
びょういんびょういん

区役所区役所
くやくしょくやくしょ

外出を
おてつだい
します

がいしゅつ

10

にゅういんちゅう

入院中のコミュニケーションがうまくいかないときは
にゅういんじ しえん

●入院時コミュニケーション支援 A △ △B B- △

ホームヘルパーが、病院の方とのコミュニケーションをお手伝いします。
びょういん かた てつだ

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
きょうど しょうがい くぶんこうどう しょう しえん いじょう かた

＊強度の行動障がいがある、障害支援区分が４以上の方

ひるま くんれん う

昼間にさまざまな訓練などを受けたいときは
せいかつ かいご

●生活介護 A △ △B B- △

つねに介護がひつような方に、昼間、お風呂やトイレ、食事などの
介護や、その他生活にかかわる相談および支援などをします。
また、創作的活動や生産活動の機会をつくるなどの支援をします。

かいご かた ひるま ふろ しょくじ

かいご た せいかつ

そうさくてき せいさん かつどう きかいかつどう しえん

そうだん しえん

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しょうがい くぶん いじょう かた さい かたしえん いじょう くぶん いじょう

＊障害支援区分が3以上の方（50歳以上の方は区分2以上）

しごと しえん

りよう
35ページの「仕事をするための支援」
のサービスもご利用できます。



福
祉
ふ
く
し

11

ちいき しえんていちゃく

●地域定着支援 A △ △B B- △

ひとりぐらしをする方などに、いつも連絡がとれるようにして、
緊急時の相談や支援をします。

かた れんらく

きんきゅうじ そうだん しえん

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しせつ びょういん

かぞく どうきょ

たいしょ たいいん かた

ちいき せいかつ

かた

ふあんてい かた

＊施設・病院から退所・退院して、ひとりぐらしをする方
＊家族との同居から、ひとりぐらしをする方
＊地域生活が不安定な方

もしもし、
困って

いるんですが…

ひとりぐらしひとりぐらし

どう
 しましたか？

しせつ びょういん ちいき せいかつで

施設や病院を出て、地域で生活したいときは
ちいき しえんいこう

●地域移行支援 A △ △B B- △

障害者支援施設や精神科病院、矯正施設などから退所・退院して
地域で生活をする方に、住む場所の手続きなど、さまざまな支援を
します。

しょうがいしゃ しえん しせつ せいしんか びょういん たいしょきょうせい しせつ たいいん

すちいき せいかつ かた ばしょ てつづ しえん

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しょうがいしゃ しえん しせつ じどう ふくし しせつ かたにゅうしょ

せいしんか

けいむしょ にゅうしょ かた

かたはんだんひつよう

ほごかんさつしょ とくべつ しえん

せいしん しょう かたびょういん にゅういん
＊障害者支援施設や児童福祉施設に入所している方
＊精神科病院に入院している精神障がいのある方
＊刑務所などに入所している方で、保護観察所から特別な支援
が必要だと判断された方

施設を出て
生活したいの
ですが…

しせつ

せいかつ

で てつづ てつだ

では、
ひつような

手続きをお手伝い
しますね

じりつ えんじょせいかつ

●自立生活援助 A △ △B B- △

ひとりぐらしを始めた方などの居宅を定期的に訪問し、家事や
体調管理などの相談や助言などの支援をします。

かたはじ きょたく ていきてき ほうもん かじ

たいちょう かんり じょげんそうだん しえん

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しせつ びょういん

どうきょ かぞく

たいしょ たいいん かた

びょうき かぞく しえんしょう

み こ かた

＊施設・病院などから退所・退院して、ひとりぐらしをする方
＊同居する家族の障がいや病気などにより、家族による支援が
見込めない方 ひとりぐらしひとりぐらし

こま

困っていること
などは

 ないですか？

買い物を
してみましょう

か もの
じりつ くんれん せいかつ くんれん

●自立訓練（生活訓練） A △ △B B- △

自分のちからで地域で生活できるよう一定の期間、訓練をしたり、
相談や援助などの支援をします。

じぶん ちいき せいかつ いってい きかん くんれん

そうだん えんじょ しえん

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しせつ たいしょ とくべつ しえん がっこう

つういん あんてい かたしょう じょうたい

びょういん そつぎょう けいぞくたいいん

＊施設・病院から退所・退院、特別支援学校を卒業、または継続
した通院により障がいの状態が安定した方

こま
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うち せいかつ

お家で生活することがむずかしいときは
しせつ しえんにゅうしょ

●施設入所支援 A △ △B B- △

施設に入所する方に、おもに夜間と休日のお風呂やトイレ、食事
の介護、その他生活にかかわるさまざまな支援をします。

しせつ にゅうしょ かた やかん きゅうじつ ふろ しょくじ

たかいご せいかつ しえん

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
ひるま かいご りよう かた しょうがい

いじょう かた くぶん いじょう

せいかつ

ひるま じりつ

りよう かた

きのうくんれん くんれん せいかつ くんれん しゅうろう いこう しえん

しえん くぶん いじょう さい

＊昼間、生活介護を利用する方（障害支援区分が4以上／50歳
以上の方は区分3以上）
＊昼間、自立訓練（機能訓練・生活訓練）または、就労移行支援
を利用する方

夜間・休日
やかん きゅうじつ

施設
しせつ

施設
しせつ

自分のちからで地域で生活できるよう一定の期間、生活する部屋
やその他の設備を用意して、寝泊まりをしながら家事訓練や、相談
やその他生活にかかわるさまざまな支援をします。

じぶん ちいき せいかつ いってい きかん せいかつ へや

た せつび

た せいかつ しえん

ようい ね と かじ くんれん そうだん

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
ひるま しゅうろう しょうがい ふくし

せいかつ くんれん しえん かた

いっぱん りよう かた ちいき

＊昼間、一般就労や障害福祉サービスを利用している方で、地域
で生活するための訓練や支援がひつような方

しゅくはく くんれんがた じりつ

●宿泊型自立訓練 A △ △B B- △

洗濯を
してみましょう

せんたく

事業所に宿泊
しゅくはくじぎょうしょ

事業所に宿泊
しゅくはくじぎょうしょ

夜間および休日、グループホームで共同生活をする方に、相談、
お風呂やトイレ、食事の介護、洗濯や掃除などの家事、その他生活
にかかわる支援をします。

きょうどう せいかつ かたやかん きゅうじつ

ふろ しょくじ かいご せんたく そうじ かじ た

そうだん

しえん

せいかつ

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
しょう かた

ふろ

しえん くぶん いじょう

かいご かた しょうがいしょくじ
＊障がいのある方
  （ただし、お風呂やトイレ、食事の介護がひつような方は障害
支援区分1以上）

きょうどう せいかつ えんじょ

●共同生活援助（グループホーム） A △ △B B- △

夜間・休日
やかん きゅうじつ

共同生活住居（グループホーム）
きょうどうせいかつじゅうきょきょうどうせいかつじゅうきょ

共同生活住居（グループホーム）



しょう こんなんせいかつ ほじょ ようぐ いっぱんてき ふきゅう ようぐ きゅうふ

障がいによる生活での困難を補助するための用具で、一般的に普及していない用具を給付します。

●日常生活用具
にちじょう せいかつ ようぐ

ふくし かた しえんようぐ

A × ×B B-△
福祉用具がひつような方への支援

かた りようせいど

《 こんな方が制度を利用できます 》
こうせいしゃ そうだんしょそうだんしょじどう しょう しょう ていど じゅうど さいじゅうど

はんてい かた
＊児童相談所、または、障がい者更生相談所によって、障がいの程度が「重度」または「最重度」と
判定された方

にちじょうたいしょう せいかつ ようぐ しゅるい

対象となる日常生活用具の種類
とこ ぼうし しっきん

よご ぼうし

しんぐ

かこう

床ずれの防止、または失禁な
どによる汚れなどを防止する
ためのマット（寝具）にビニール
などの加工をしたものです。

おんすい おんぷう だ

きのう べんき と

じゅうたく

か

かいしゅう

温水・温風を出すことのできる
機能があり、便器の取り替え
に住宅改修のひつようがない
もの。

しつない かさい

ねつ かんち おと ひかり し

おくがい

せたい こうせい じょうけん

けいほう

し

室内の火災を、けむり、または
熱で感知して、音や光で知ら
せ、屋外にも警報ブザーで
知らせることができるもの。
※世帯構成の条件あり

ころ

たお あたま

ぶぶん まも ぼうし

転んだり、ほっさなど
で倒れたときに、頭の
部分を守るための帽子
です。

とくしゅ

● 特殊マット
とうぶ ほご ぼう

● 頭部保護帽

とくしゅ べんき

● 特殊便器
かさい けいほうき

● 火災警報器

ねんれい せたい こうせい ばあい

※年齢または世帯構成により、もらえない場合があります。
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しょう つうしょしゃ しせつ せいかつ かいご じりつ くんれん せいかつ くんれん

さぎょうしえん う

か

ちいき こうりゅう

しえん ないよう しせつ

うち しせつ ひるま かつどう

お家から施設にかよって、おもに昼間、さまざまな活動をしたり
支援を受けることができます。リハビリや作業、地域交流など、
支援の内容は施設によって変わります。

● 障がい者通所施設（生活介護・自立訓練（生活訓練））

しょうう かたおも うち

かた りよう

しせつ

うち で しせつ なか せいかつ しえん

お家を出て、施設の中で生活をしながらさまざまな支援を
受けられます。障がいの重い方や、お家から施設にかようこと
がむずかしい方が利用できます。

しょう しゃ にゅうしょ にゅうしょしせつ しせつ しえん

● 障がい者入所施設（施設入所支援）

きょうどう せいかつ じゅうきょ

● 共同生活住居（グループホーム）
う せいかつ ばしょしゅうだん

しょう しゃ しせつ

ふあん かた いってい しえん

ちいき なか

いっこだ

しょう あんていふせ きょうどうせいかつ

りよう

まだひとりぐらしは不安があるという方などが、一定の支援
を受けながら、集団で生活をする場所です。
障がい者施設ではなく、地域の中のアパート・マンション・
一戸建てなどを利用しています。ひとりぼっちになることを
防いだり、共同生活によって障がいが安定したりします。

自分に合った施設を利用しましょう！自分に合った施設を利用しましょう！
お家お家

施設施設
うちうち

しせつしせつ

施設の中施設の中
しせつしせつ なかなか

じぶん あ しせつ りようじぶん あ しせつ りよう

地域
ちいき

地域
ちいき



きゅうふ

す く ほけん ふくしか びょうし いちらん

しんせい さっぽろし いたく ぎょうしゃ みつもりしょ しょるい

給付の申請には、札幌市の委託業者の見積書など、ひつような書類があります。
くわしくは、お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。

せいかつ せたいほご

生活保護世帯
しみんぜい せたいひかぜい

市民税非課税世帯
しみんぜい せたいかぜい

市民税課税世帯
りようがく わり ふたんがく じょうげん げつがくえん

利用額の1割（負担額の上限 37,200円／月額）

ふたんえん

（負担なし）0円

きんがく じょうけん ばあい せいど りようかぜいしみんぜいりようしゃせいど ふたん わりあい

《 制度利用者の負担の割合 》※市民税の課税金額が条件をこえる場合は、制度を利用できません。

じょうき にちじょう せいかつ ようぐ ほか したい たいかん きのう はいべん はいにょう きのう しょう ほじょ

しゅもく きゅうふ ようぐ くす ほけん ふくしか かくにん
上記の日常生活用具の他にも、肢体・体幹機能や、排便・排尿機能などの障がいを補助する、さまざま
な種目があります。給付できる用具については、お住まいの区の保健福祉課に確認してください。

ちてき しょう したい ふじゆう しんたい しょう かたちてき しょう したい ふじゆう しんたい しょう かた

知的障がいにくわえて、肢体不自由などの身体障がいもある方知的障がいにくわえて、肢体不自由などの身体障がいもある方知的障がいにくわえて、肢体不自由などの身体障がいもある方

じっさいてんじひん ため

かん かいさい

まいつき だい どようび

ふくし

がつ のぞ

ようぐ かいご けんこう

あんしん くかいてき てんじかいご ようひんようぐふくし じょうほうていきょう

だれもが安心して快適に暮らせるために、福祉用具・介護用品などの展示や情報提供をしています。
展示品は、実際にさわったり、試してみることができます。また、毎月第２土曜日（８～10月を除く）
は福祉用具や介護・健康に関するセミナーを開催しています。

ふくし ようぐ てんじ

● 福祉用具展示ホール

ふくし ようぐ

● 福祉用具リサイクル
なまえ

はだ ちょくせつ にょうき にゅうよくようひん ど つか かぎ

し とうじしゃ どうし すすはなしじゅうしょ

ふよう ふくし ようぐ かた かたかた じょうほう とうろく じょうけん あ

不要になった福祉用具をゆずりたい方、ひつようとしている方の情報を登録して、条件が合った方に
はおたがいの住所・お名前をお知らせし、当事者同士で話を進めます。
※肌に直接ふれるもの（ポータブルトイレ、尿器、入浴用品など）は１度も使っていないものに限ります。

うんぱん しゅうり かね かた ふたん

ただし、運搬や修理などにかかるお金は、ゆずってもらう方の負担となります。利用は無料です
りよう むりょう

さっぽろし

てんじ りよう じかん げつ きんようび じ じ じ じだい どようび

どようび どようび にちよう しゅくじつ ねんまつ ねんし やすだい

ふくししゃかい きょうぎかい ふくし ようぐ てんじ

くわしくは、札幌市社会福祉協議会 福祉用具展示ホールまで。
【展示利用時間】月～金曜日は9時～17時、第2土曜日は9時～12時まで
※土曜日（第2土曜日をのぞく）、日曜・祝日、年末年始は休み

-614 3345
おおどおり ちょうめ さっぽろし しゃかい ふくし そうごう かいちゅうおうく にし

中央区大通西19丁目 札幌市社会福祉総合センター4階 でんわ
ないせん

（内線 426）
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せたい こうせい さい いじょうじょうけん

しつない おんど いじょう じょうしょう ほのお

せっしょく じどうてき しょうかえき ふんしゃ

しょき かさい け

室内温度の異常上昇や、炎の
接触で、自動的に消火液を噴射
して、初期火災を消すことがで
きるもの。
※世帯構成の条件あり

ちてき しょう しかく しょう

かた

つか

知的障がいや視覚障が
いのある方が、あんぜん
でかんたんに使うこと
ができるもの。
※18歳以上

じどう しょうかき

● 自動消火器
でんじ ちょうりき

● 電磁調理器



在宅で重度の障がいがあり、つねに紙おむつを使用している方に、月に1回6,500円
以内の紙おむつを自宅に配達します。グループホームや福祉ホームを利用されて
いる方は、契約内容によって、支給対象外となる場合があります。

ざいたく じゅうど しょう かみ しよう かた つき かい えん

いない かみ じたく はいたつ

かた けいやく ないよう しきゅう たいしょうがい ばあい

ふくし りよう

かみ しきゅう

●紙おむつの支給 A △ ×B B- × ※3歳以上
さい いじょう

せいかつ

す く ほけん ふくしか びょうし いちらん

ほご う かた いがい りようがく わり ふたん

生活保護を受けている方以外は利用額の1割が負担となります。
くわしくは、お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。

た

その他のサービス
にっちゅう しえんいちじ

●日中一時支援 A ○ ○B B- ○

昼間、介護者が、さまざまな理由で介護ができない時には、一時的に
事業所がかわりに見守り、活動の場の提供や、さまざまな支援をします。

ひるま かいごしゃ りゆう かいご とき いちじてき

ていきょう しえんじぎょうしょ みまも かつどう ば

かた りよう

《 こんな方が利用できます 》
ひるま かいごしゃ いちじてき みまも しえん

ちてき しょう かた
＊昼間、介護者がいないため、一時的に見守りなどの支援が
ひつようとなる知的障がいのある方

急な用事が
できてしまって…

きゅう ようじ

介護者が戻る
まで、かわりに
 見守ります

かいごしゃ もど

みまも

介護者
かいごしゃ

介護者
かいごしゃ

事業所
じぎょうしょ

事業所
じぎょうしょ

ほじょ

かくにっちゅう いちじ しえん じぎょうしょ

きじゅん わり きんがく しょくひ こうねつすいひ きょうざいひ りょうきん

補助基準の1割にあたる金額、および食費・光熱水費・教材費などの料金がかかります。
くわしくは、各日中一時支援事業所まで。
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知的障がいのあるお子様へのさまざまな訓練
ちてき しょう こ さま くんれん

しょうがい しえんじ にゅうしょ

●障害児入所支援 A △ △B B- △ ※18歳未満
さい みまん

せいかつ がくしゅうしせつ にゅうしょ にちじょう しどう ちしき ぎのう かつどう

施設に入所し、日常生活の指導や、知識技能の学習活動をします。

ふくしがた しょうがいじ にゅうしょ しせつ

●福祉型障害児入所施設 児童相談所で入所が適当と判断したお子様
じどう そうだんしょ にゅうしょ てきとう はんだん さまこ

…

しせつ にゅうしょ にちじょう せいかつ しどう ちしき ぎのう がくしゅう かつどう ちりょう

施設に入所し、日常生活の指導や、知識技能の学習活動および治療などをします。

いりょうがた しょうがい じ にゅうしょ しせつ してい いりょう きかん

●医療型障害児入所施設・指定医療機関 児童相談所で入所が適当と判断したお子様
こ さま

…
じどう そうだんしょ にゅうしょ てきとう はんだん

りようしゃ ふたん きんがく すく げんめん せいど

さっぽろし じどう そうだんしょ

利用者が負担する金額は、市民税の課税状況などで変わります。
利用者が負担する金額を少なくするために、減免などの制度もあります。
くわしくは、札幌市児童相談所まで。

-622 8630
きた にしじょう ちょうめ さっぽろし じどう ふくし そうごう ないちゅうおうく

中央区北7条西26丁目 札幌市児童福祉総合センター内 でんわ

きんがく しみんぜい かぜい じょうきょう かふたんりようしゃ
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しょうがい しえんじ つうしょ

●障害児通所支援 A △ △B B- △ ※18歳未満
さい みまん

にちじょうせいかつ きほんてき どうさ じどう

たい りがく りょうほう しえん

しゅうとく せいかつ てきおう しえん いちぶしゅうだん

日常生活における基本的な動作の習得、集団生活への適応などのための支援をします。また、一部の児童
に対して理学療法などの支援をします。

じどう はったつ しえん

●児童発達支援 就学していないお子様へのサービス
しゅうがく さまこ

…

にちじょうせいかつ きほんてき どうさ しゅうとく りがく りょうほう しえん

日常生活における基本的な動作の習得、理学療法などの支援などをします。

いりょう がた じどう はったつ しえん

●医療型児童発達支援 就学していない肢体不自由のあるお子様へのサービス
しゅうがく したい ふじゆう こ さま

…

せいかつのうりょく こうじょう しえん ちいき こうりゅう そくしん しえん

生活能力の向上のためにひつような支援、地域との交流促進のための支援などをします。

ほうかご とう

●放課後等デイサービス 就学しているお子様へのサービス
しゅうがく こ さま

…

せんもんしょくいん ほいくしょ ほうもん しゅうだんせいかつ しえん じょげん

専門職員が保育所などを訪問し、集団生活にひつような支援やスタッフへの助言などをします。

ほいくしょ とう ほうもん しえん

●保育所等訪問支援 保育所・幼稚園・小学校などに通うお子様へのサービス
ほいくしょ ようちえん しょうがっこう かよ こ さま

…

きょたく ほうもん にちじょうせいかつ きほんてき どうさ しゅうとく しゅうだんせいかつ てきおう しえん

居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の習得、集団生活への適応などのための支援をします。

きょたく ほうもん がた じどう はったつ しえん

●居宅訪問型児童発達支援 外出することが困難なお子様へのサービス
がいしゅつ こんなん こ さま

…

せいかつ せたいほご

しみんぜい せたいひかぜい

しみんぜい かぜい じょうきょう

市民税の課税状況など

生活保護世帯

市民税非課税世帯

しみんぜい せたいかぜい

市民税課税世帯

しょとくわり まんえん みまん

所得割28万円未満
えん

4,600円
えん

37,200円
じょうき いがい かた

上記以外の方

ふたんがく げつがくじょうげん

負担額の上限／月額

ふたんえん

（負担なし）0円

きんがく しみんぜい かぜい じょうきょう かふたんりようしゃ

利用者が負担する金額は、市民税の課税状況などで変わります。

す く ほけん ふくしか びょうし いちらん

てつづ そうだん しえん りよう あんけいかくじぎょうしょ つくつく じぶん

手続きには、相談支援事業所が作る利用計画案がひつようとなります。（自分で作ること
もできます。）くわしくは、お住まいの区の保健福祉課まで（うら表紙に一覧があります）。

りよう りょうしゅうしょ う と たいせつ ほかん

サービスを利用したときには、かならず「領収書」を受け取り、大切に保管しておくようにしましょう。

サービスを利用したときの負担額の合計が基準額より多い場合は、多かった分が払い戻されます。
ふたんがく ごうけい おお ばあい おおきじゅんがくりよう ぶん はら もど

りようりょう はら もど

こうがく きゅうふ ひ
いろいろなサービスの利用料を支払った場合は、払い戻されることがあります。
（高額障害児通所給付費・高額障害児入所給付費）

りようりょう はらばあいしはら もど

こうがく きゅうふつうしょ にゅうしょ

ばあいしはら

つうしょ にゅうしょひ きゅうふ ひきゅうふ ひしょうがいじしょうがいじ こうがくこうがく しょうがいじしょうがいじ
いろいろなサービスの利用料を支払った場合は、払い戻されることがあります。
（高額障害児通所給付費・高額障害児入所給付費）
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